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次期鹿児島県がん対策推進
計画の策定について



 



次期がん対策推進計画策定について 

 

１ 目的 

  「がん対策基本法」の規定による国の「がん対策基本計画」に基づき，本県における

がんの現状及びがん対策の状況等を踏まえ，平成 30 年度から令和５年度までを計画期間

とする「鹿児島県がん対策推進計画」を平成 30 年３月に策定しているが，令和５年度に

おいて，現計画の評価及び次期計画の目標値等の検討を行うとともに，次期計画を策定

する。 

 

２ 計画期間 

  令和６年度から令和 11 年度（６年間） 

 

３ 内容 

 ⑴ がん対策推進協議会の開催（２回） 

   次期計画策定に当たり，計画内容に関する意見を有識者等から聴取するため，がん

対策推進協議会を２回開催する。 

 

 ⑵ ワーキンググループの開催（２回） 

   がん対策推進協議会の下に，ワーキンググループを設置する。 

 

   ＜鹿児島県がん対策推進計画策定ワーキンググループ委員（案）＞ 

 団体名等 委員 

１ 公益社団法人 鹿児島県医師会 代表者 

２ 都道府県がん診療連携拠点病院（鹿児島大学病院） 腫瘍センター長 

３ 日本対がん協会鹿児島県支部（鹿児島県民総合保健センター） 代表者 

４ 公益社団法人 鹿児島県看護協会 代表者 

５ かごしま緩和ケアネットワーク 代表者 

６ 患者団体（特定非営利活動法人 がんサポートかごしま） 代表者 

７ 患者団体（小児がんサポート・のぞみ） 代表者 

８ がん診療連携協議会（相談支援部門） 代表者 

９ 鹿児島労働局（労働基準部） 代表者 

10 鹿児島県教育委員会 保健体育課長 

11 鹿児島県くらし保健福祉部 医療技監 

12 鹿児島県くらし保健福祉部 健康増進課長 

   ※ １～10，12 は，前回（平成 29 年度）の構成委員，11 は，新規の委員（案） 

     正式には，来年度改めて，委員委嘱依頼を行う予定 
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 ⑶ がん患者状況等調査 

   次期計画策定に当たり，現在のがん患者の現状等を把握し，現計画の評価，次期計

画の目標値等を設定するため，がん患者・家族及び関係機関を対象とした調査を実施

する。 

 

  ア 調査概要 

    外部委託により，以下の調査を実施する。 

 

   (ｱ) 患者・家族等への調査（郵送調査） 

     がん診療連携拠点病院等 12 箇所，県がん診療指定病院 15 箇所及び患者会等 19

箇所に調査票を送付し，がん患者及び家族を対象とした調査を実施する。 

 

   (ｲ) 医療従事者への調査（web 調査） 

     a 拠点病院等への調査 

      がん診療連携拠点病院等 12 箇所及び県がん診療指定病院 15 箇所に調査票を

送付し，医療従事者（１箇所あたり 10 人を対象）を対象とした調査を実施する。 

 

     b 地域の医療機関への調査 

      全国がん登録を行っている病院及び診療所に調査票を送付し，医療従事者（代

表者１人を対象）を対象とした調査を実施する。 

 

  イ 調査期間 

    令和５年６月１日～30 日 

 

  ウ 調査項目（案） 

    国の第４期がん対策基本計画（案）において，「患者・市民参画の推進」及び「デ

ジタル化の推進」の新設について示されているが，基本的には，前計画を引き継ぐ

内容となっていることから，調査項目は，平成 29 年度に実施した内容を基本とする

ことを検討している。 

    ※ 下線の項目は，現計画の個別目標として設定，反転の項目は，新規追加。 

 

    患者・家族等への調査 

     ① がんと診断されたきっかけ 

     ② 治療を受けている（受けた）医療機関の種別 

     ③ がんについて必要な情報 

     ④ がん対策について必要な施策 

     ⑤ がん相談支援センターの認知度・利用状況 

     ⑥ 地域連携クリティカルパスの活用状況 

     ⑦ 治療についての情報提供 

     ⑧ セカンドオピニンについての説明 
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     ⑨ 納得いく治療の選択 

     ⑩ 治療等において困ったこと 

     ⑪ 治療費による治療の変更・断念 

     ⑫ 緩和ケアを受けたことがあるか 

     ⑬ 医療用麻薬に対する印象 

     ⑭ 在宅で治療を続けるために必要なこと 

     ⑮ 退院後の療養生活に関する情報提供 

⑯ 退院後の在宅医療サービスへの円滑な引継 

⑰ 診断時の就労状況・職場への報告 

⑱ 治療中の仕事との両立支援や配慮 

⑲ 治療等による退職等の有無，現在の状況 

⑳ 就労継続や就職をする上での障害 

㉑ 小児・AYA 世代のがん対策に必要なこと 

○新  妊孕性の影響に関する説明 

○新  アピアランスケアについての説明 

○新  ピアサポートの認知度 

 

    医療従事者への調査 

     ① がん登録の院内職員への周知 

② がん相談支援センターの情報提供 

③ 地域連携クリティカルパスの利用状況 

④ 他医療機関との連携の困難感 

⑤ がんについての必要な情報 

⑥ セカンドオピニオンの説明 

⑦ 患者の状況を踏まえた対応 

⑧ 診断・治療に係るスタッフの連携 

⑨ 緩和ケアの説明 

⑩ 緩和ケアレベルの向上 

⑪ 最終段階における意思決定支援の実践 

⑫ 小児・AYA 世代のがん対策 

○新  妊孕性の影響に関する説明 

○新  アピアランスケアについての説明 

 

 ⑷ 公表に係る冊子作成及び関係機関への発送（県ＨＰへの掲載含む） 
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４ スケジュール（案） 

 

時期 内容 

R5.4～5 がん患者等への調査準備（調査項目の検討，委託契約手続き等） 

計画策定ワーキンググループ設置準備 

国の次期基本計画の内容の確認 

○国の新規項目確認及び本県への影響の検証 

R5.6～7 がん患者，医療機関等への調査実施 

○がん患者・家族，医療機関への調査 

現計画の評価取りまとめ 

○現計画評価のため実施中の各種調査の集計・分析 

○現計画の各分野目標の取組実績の検討 

次期計画の骨子案作成 

R5.8～9 がん患者等調査結果集計 

第１回ワーキンググループの開催（９月上旬～中旬） 

○患者等調査報告，現行計画評価及び骨子案協議 

R5.10～11 次期計画の素案取りまとめ 

○庁内関係課との調整 

第１回がん対策推進協議会の開催（10 月中旬～下旬） 骨子案 

○患者等調査報告，現行計画評価及び骨子案協議 

次期計画数値目標の検討（保健医療計画等との調整） 

R5.12 第２回ワーキンググループの開催（12 月下旬） 素案 

○素案の協議 

次期計画案取りまとめ 

○次期計画案作成及び庁内関係課との調整 

R6.1 委員及び関係団体等への意見聴取（計画案） 

○計画案に対する委員，関係団体・機関への意見聴取 

委員及び関係団体等への意見聴取後の調整 

○意見を踏まえた計画案の修正・調整 

第２回がん対策推進協議会の開催（１月下旬） 計画案 

○計画案の協議 

R6.2 パブリックコメント実施（２月上旬～３月上旬） 

○県民からの意見の取りまとめ，計画案への反映 

R6.3 次期計画策定・公表（県 HP への掲載，関係機関への発送） 
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